
 

 

 

平成２５年度 

京都市地域コミュニティ活性化推進事業計画 

 

 

【概要】 

  「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」に基づいて策定した「京都市地域コミュニティ

活性化推進計画」において，年度ごとに，具体的な推進施策についての事業計画を策定し，取

組を進めることとしています。 

  この事業計画は，平成２５年度に京都市が取り組む，地域コミュニティの活性化の推進に関

する事業を取りまとめたものです。 
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１ 推進計画に掲げる具体的な方針 

  「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」では，上位計画である「はばたけ未来へ！京プランに

掲げた５つの「みんなでめざす 10 年後の姿」を実現することを目標としており，その５つの目標ご

とに具体的な方針を定め，その方針に基づいて施策を推進することとしています。 

 

方針１「だれもが気軽に参加できる居場所があり，安心してくらすことができている」

姿の実現を目指して 

① くらしていくうえで気軽に集え，井戸端会議ができるような居場所があると，ふれあい，話し合

う機会が増え，地域の中の「他人」が「他人」ではなくなり，くらしの質も豊かになります。そん

な気軽に交流できる居場所があるまちづくりを進めます。 

② 地域にくらす人々の絆が深まり，お互いが少しずつ気を配り合えば，例えば，一人ぐらしのお年

寄りなど配慮が必要な方の見守りや，子どもたちの遊びや通学も安心が増します。地域で見守り，

支え合えるまちづくりを進めます。 

③ 万が一災害が起こったとき，行政にできることには限界があります。やはり頼りになるのは地域

の事業者も含めたご近所の助け合い。市の防災計画の見直しも踏まえ，地域の防災力を高めるまち

づくりを進めます。 

 

方針２「地域の課題に主体的に取り組める多様なコミュニティができている」姿の実現

を目指して 

① 自治会・町内会などの地域の活動に，多くの住民が参加すれば，地域の自治力・自立力が高まり，

よりくらしやすいまちにしていくことができます。共同住宅にお住まいの方や単身者の方なども含

め，地域の活動に，より多くの住民が積極的に参加できる，みんなが主役のまちづくりを進めます。 

② 子育てや福祉など，さまざまな目的で思いを同じくするなかまが集まり，活動を始めれば，くら

しの中の課題を，自分たちの力で解決することにもつながります。そんなくらしの質を向上させる，

さまざまな活動が始まるまちづくりを進めます。 

③ 地域の未来の担い手を育てるためには，子どものときから地域になじみ，学ぶことが大切です。

幼稚園，保育所，小・中学校などと連携し，地域のみんなで子どもを共に育むまちづくりを進めま

す。 

 

方針３「自分たちの地域の課題を把握し，解決に取り組んでいる」姿の実現を目指して 

① 地域の良いところ，足りないところをみんなが知ることが，愛着を持てるまちづくりへの第一歩。

みんなが自分たちの地域に気付き，良いところを伸ばし，足りないところを補うために行動を始め

る，自ら気付き，行動するまちづくりを進めます。 

② 地域のみんなでより良いまちづくりをしていくためには，他の地域の活動事例を知り，お手本に

することも効果的。そういった情報をわかりやすく提供していくなど，より良い地域の実現に向け

て知恵が共有されるまちづくりを進めます。 
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方針４「地域コミュニティと行政とのパートナーシップが深化している」姿の実現を目

指して 

① まちづくりは，自治会・町内会などによる，日頃からの地域での自主的な活動を基盤に，学区自

治連合会等の地域自治を担う住民組織と行政が共に連携して取り組むことが大切です。そのため

に，自治会・町内会などの実情の把握や，京都市の施策等のわかりやすい提供に努め，お互いの顔

が見えるまちづくりを進めます。 

② 自治会・町内会などの活動上の悩みごとは，相談先が見つかりにくいもの。地域コミュニティの

活性化に係るさまざまな相談に対し，共に考え，必要な情報提供や助言をできるような体制を整備

するなど，地域と行政が共に歩むまちづくりを進めます。 

 

方針５「さまざまな分野の市民活動団体が地域コミュニティと連携して活動している」

姿の実現を目指して 

① 地域を良くするために，それぞれの目的に応じて活動する団体が，地域の中に複数あります。快

適でくらしやすい地域をつくる共通の目的のもとに，地域のさまざまな団体や事業者などが連携

し，行動するまちづくりを進めます。 

② 地域の中の課題について，考えたり，活動したりしている団体や個人は，地域の中だけにあるも

のではありません。地域をよりくらしやすくするための活動に，市民活動団体や大学等の研究・教

育機関などが手を携え，共に取り組むことができる，つながりが広がるまちづくりを進めます。 
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２ 事業一覧 

  各局，区役所・支所が実施する地域コミュニティに関する事業の一覧です。各事業が，「１ 推進

計画に掲げる具体的な方針」のどの方針に関連するかについては，項目欄に数字で示しています。 

 

項目 取組名 概要 局・区 新規・充実 充実した内容 

1 ① 

既存の市有施設を活

用した活動の場づく

り 

小学校の余裕教室や市営住宅の住戸

など，市が所有する施設を有効に活用

し，地域における活動の場として利用

できるよう検討する。 

各局，区役所・支所     

1 ① 

民間施設の活動の場

としての提供の呼び

掛け 

商店街の空き店舗や事業所の空きス

ペースなど，民間で所有している施設

のうち，自治会・町内会等の活動の場

として提供できるものがないか，所有

者への呼び掛けを行う。また，既に地

域活動の場として提供されている施

設等の情報を収集し，発信していく。 

各局，区役所・支所     

2 ① 
真のワーク・ライフ・

バランス推進事業 

「地域社会への貢献」や「健康で文化

的な生活の実現」をも含めた真のワー

ク・ライフ・バランスを推進する方策

を検討し，オール京都市役所の体制で

実施する。 

各局，区役所・支所 充実 

これまでの取組に

加え，真のワーク・

ライフ・バランス実

現に向けて様々な

方法で取り組む市

民・市民団体の発

掘・表彰に取り組

み，それらの活動を

広く社会に発信し

ていく。 

5 ② 行政内の更なる連携 

地域コミュニティ活性化策の推進に

あたって，関連する施策の融合による

相乗効果を発揮させるため，庁内連絡

会議を設置するなど，行政内の更なる

連携を図る。 

各局，区役所・支所     

2 ② 
友・遊・美化パスポー

ト事業 

 観光地や繁華街を散策しながら清掃

活動を行う「友・遊・美化パスポート」

事業を年間２５回程度実施。参加者に

は，「美化パスポート」を配布し，ス

タンプ１０個ごとに記念品等の贈呈

を行っている。 

環境政策局     

2 ② 
使用済てんぷら油回

収事業 

使用済てんぷら油回収を行う地域団

体等への助成金の交付 
環境政策局     

2 ② コミュニティ回収 
古紙等の集団回収を実施する団体へ

の助成金の交付 
環境政策局     

2 ② 
生ごみたい肥化等の

活動支援 

生ごみ・落ち葉等のたい肥化活動を実

施する団体への助成金の交付 
環境政策局     

2 ② 
生ごみコミュニティ

堆肥化 

装置を用い，周辺地域におけるコミュ

ニティ単位での生ごみの堆肥化に取

組む。 

環境政策局 充実 
新規実施地域を拡

大。 
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3 ① 

エコ学区など環境に

やさしいライフスタ

イルを実践するエ

コ・コミュニティの形

成 

積極的な省エネの推進や環境学習な

どを，地域ぐるみで総合的に実施する

「エコ学区」を認定することを契機と

して，先進的なモデル事業の成果を検

証し，全市的に取組を展開すること

で，環境にやさしいライフスタイルを

実践するエコ・コミュニティを形成す

る。 

環境政策局 新規 

エコ学区の全学区

拡大に向け，取組を

推進。 

3 ① 
DO YOU KYOTO？クレジ

ット制度 

地域団体や商店街等のコミュニティ

や中小事業者が省エネ活動等で削減

した CO2排出量を，取引可能なクレジ

ットとして本市が認証し，市内イベン

ト等のカーボンオフセットに活用す

る。排出削減実施者には，クレジット

認証量に応じた創出奨励金を交付す

る。 

環境政策局     

3 ① エコ商店街事業 

レジ袋辞退やはだか売りなど容器包

装削減につながる取組を支援するな

ど，商店街の持つ地域力を活用したご

み減量の取組を推進する。また，商店

街の各店舗から排出される事業ごみ

の減量を目指し，ワークショップ等を

通じた発生抑制や分別排出の啓発を

実施する。 

環境政策局   

京都三条会商店街： 

古紙共同回収事業

の継続実施 

3 ① 

ごみ減量推進のため

のリーダー養成講座

及び地域における取

組の推進 

家庭ごみの減量のため，これまでから

活動されている地域ごみ減量推進会

議の会長等（リーダー）に対して，京

都市ごみ減量推進会議との連携の下，

「ごみ減量リーダー養成講座」を実施

する。 

その後，各リーダーを中心として，各

地域の参加世帯に家族でごみ減量活

動を実践してもらい，ごみ量を計測・

記録し，その減量効果を実感してもら

う。 

環境政策局 新規   

3 ① 
地域ごみ減量推進会

議の活動支援 

学区を基本単位に，自主的に組織さ

れ，地域でのごみ減量活動の核となる

「地域ごみ減量推進会議」への活動助

成金の交付 

環境政策局     

3 ① 
地域の一斉清掃に対

する支援 

地域主体の一斉清掃に対し，「京都市

まちの美化実践活動助成要綱」に基づ

く申請により，清掃用具の給付又は貸

与，ごみの回収等の支援を実施してい

る。 

環境政策局     
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1 ③ 京都市総合防災訓練 

年に１回京都市内に大規模な地震が

発生したことを想定し，市民や防災関

係機関が参加した総合的な防災訓練

（避難，消火，救出・救護，ライフラ

イン復旧訓練等）を実施する。 

行財政局 充実 

京都市で初の街中

の交通規制を行っ

た現実的な訓練を

実施。 

1 ③ 
観光客等帰宅困難者

対策 

地震等の災害が発生し，交通機関の運

行が途絶した場合に，観光客等の適切

な避難行動及び安全確保を支援する

ための災害情報を提供する。 

行財政局 

産業観光局 

都市計画局 

消防局 

充実 

・「清水・祇園地域」，

「嵯峨・嵐山地域」

における『避難誘導

計画（仮称）』の策

定及び当該計画に

基づく各種事業を

実施 

・都市再生安全確保

計画の策定・事業所

の防災計画等に記

載する帰宅困難者

対策の指針の策定 

1 ③ 
京都市避難所運営マ

ニュアルの作成 

防災危機管理室が区役所と連携し，避

難所運営マニュアル雛形及び手引書

を作成する。このマニュアルをもとに

地域の計画を作成し，発災時には，地

域住民が相互に協力する中で「地域

力」を発揮され，住民全体の避難所運

営が行えるようにする。 

行財政局 充実 

・避難所ごとの避難

所運営マニュアル

の策定（26年度まで

に完了） 

3 ① 

Let's "KYO" 

Together!キャンペー

ン事業 

「京都のために自分に何ができるの

かを考えて行動しよう」という理念

を，市民活動団体や企業，大学等，多

様な活動主体と連携しながら，広く発

信するキャンペーンをラジオ等のメ

ディアを活用して展開することで，市

民自らが京都のまちづくりに貢献し

ていこうとする気運を醸成し，参加と

協働による市民主体のまちづくりを

推進する。 

総合企画局     

3 ② 協働連続講座 

市民活動団体の企画，提案，運営によ

り，全国各地で先進的に行われている

協働の取組を，自治会，ＮＰＯ等の市

民活動団体や企業，大学，行政等の構

成員が一緒に学び交流する機会を創

出する。 

総合企画局     

4 ① 市政出前トーク 

職員が，市民の身近な場所に直接出向

いて市政についての説明を行い，市民

の市政に関する理解を深めていただ

くとともに，これからのまちづくりに

ついてともに考えるきっかけを作る。 

総合企画局     
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5 ② 
「未来まちづくり１

００人委員会」の運営 

市民自らの発想による京都のまちづ

くり全体に関するテーマを，白紙の段

階から議論し，提言するだけでなく，

自ら実践，行動する「未来まちづくり

１００人委員会」を運営する。 

総合企画局     

5 ② 

「未来まちづくり１

００人委員会」モデル

の各区での活用促進 

100人委員会の運営手法を各区の事業

において活用するため，運営ノウハウ

を有するＮＰＯと市民協働政策推進

室が連携し，各区に対し，アドバイザ

ー派遣や体験研修を行う。 

総合企画局     

5 ① 

官民地域連携による

岡崎地域の魅力づく

りの推進 

地域の施設や団体，事業者等で構成さ

れる官民地域連携のエリアマネジメ

ント組織「京都岡崎魅力づくり推進協

議会」を中心に，優れた地域資源を活

かした魅力創出事業などに取り組み，

岡崎地域活性化ビジョンの推進を図

る。 

総合企画局     

5 ② 
輝く学生応援プロジ

ェクトの推進 

学生と地域との交流を図るため，地域

の行事と学生のサークルとをコーデ

ィネートする「むすぶネット」などの

プログラムを実施する。また，京都の

まちの活性化につながる活動や社会

に貢献する活動に対する資金の支援

を行う。 

総合企画局     

5 ② 
学まちコラボ事業の

推進 

大学の人材育成，地域の課題解決や活

性化を図ることを目的として，大学と

地域が連携して行う取組に支援金を

交付する。 

総合企画局 充実 

対象事業を拡大す

ることにより，支援

件数を増 

1 ① 
地域における多文化

交流の推進 

自治会・町内会等と，言葉や文化・習

慣等が異なる外国籍の方との交流を

支援し，外国籍の方が地域の一員とし

てともにまちづくりに参加できる多

文化交流を推進する。 

総合企画局 

文化市民局 

区役所・支所 

充実 

多文化共生社会の

推進のため，「京都

地域多文化交流人

材育成講座」（仮称）

を実施予定。 

1 ① 
集会所の新築，修繕等

の支援 

自治会・町内会等が行う集会所の新

築，修繕等に要する経費の一部を補助

する。 

文化市民局 

区役所・支所 
    

1 ① 
市民活動センターな

どの利用促進 

身近な活動拠点として，だれでもが気

軽に利用できる市民活動総合センタ

ー，いきいき市民活動センター，青少

年活動センター，福祉ボランティアセ

ンターなどの利用促進に努める。 

文化市民局 

保健福祉局 
    

1 ① 

青少年活動センター

におけるスポーツ・レ

クリエーション活動

の推進 

青少年ボランティアが地域の小学生

を対象に，自主的に企画・運営するス

ポーツプログラム「しもせいチャレン

ジキッズ」など，スポーツやレクリエ

ーションを楽しみながら，人とのふれ

あいや学びの機会を得るための事業

を実施している。 

文化市民局     
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1 ① 

青少年活動センター

における世代間・異年

齢間の交流の推進 

青少年ボランティアが喫茶の運営を

通じて，大学生年代や，近隣の中高生

等と交流を図る「ロビー喫茶」や，地

域の多世代，多様な文化をもつ人が集

い，互いの文化や情報を交換できる機

会を提供する「つながりカフェ」など，

世代間・異年齢間の交流の推進を図る

ため，地域の大人や青少年が交流でき

る機会を提供している。 

文化市民局     

1 ① 

若手芸術家等の居

住・制作・発表の場づ

くり 

将来の飛躍する可能性を秘めた若手

芸術家等が，京都のまちで学び，京都

のまちで大きく育つことができるよ

う，既存の町家や倉庫，公的住宅，小

学校跡地施設や公共空間等を利用し

た居住・制作・発表の場づくりを進め

る。そして，そのエネルギーをまちの

活力につなげる。 

文化市民局 充実 

若手芸術家が著名

なキュレーター（展

覧会の企画・運営を

行う専門家など）に

直接触れる機会を

創出し，発表支援の

充実を図る。 

1 ① 

京都市スポーツの絆

が生きるまち推進会

議の推進 

スポーツを通じて地域の絆を深める

ため，スポーツ団体間が競技間，世代

間のつながりを形成するための議論

を行い，協働型事業を実施していく。  

文化市民局     

1 ① 
体育の振興に係る取

組 

各区体育振興会連合会への補助金等

の交付 
文化市民局 充実 

京都市体育振興会

連合会６０周年記

念事業補助金 

1 ① 

夜間校庭開放事業運

営委員会に対する支

援 

体育振興会を中心に組織された各夜

間校庭開放事業運営委員会に対する

管理運営の委託等 

文化市民局     

1 ① 
スポーツ推進委員制

度 

学区体育振興会会長の推薦をもとに

区長の内申を得て委嘱している。京都

市・体育振興会等が主催する各種スポ

ーツ事業における大会運営や地域に

おけるスポーツ実技指導・普及活動に

従事していただいている。 

文化市民局     

1 ② 
学区の安心安全ネッ

ト継続応援事業 

学区の安心・安全ネットで取り組まれ

る身近な安心・安全の確保のための活

動に対し，事業補助金の交付，防犯用

具の貸出，ＮＰＯなどによる防犯・交

通安全出前講座，学生防犯ボランティ

アとの合同啓発等の事業で支援して

いる。※平成 24年度及び平成 25年度

予算額は，補助金を除いた額 

文化市民局 

区役所・支所 
    

1 ② 
交通事故防止・交通安

全啓発運動 

各区交通対策協議会等への補助金の

交付，物品の支給等を通じ，地域にお

ける自主的な交通事故防止・交通安全

啓発運動を支援している。 

文化市民局 

区役所・支所 
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1 ② 
街頭防犯カメラ設置

補助事業 

防犯カメラの設置を促進し，街頭での

犯罪（不法投棄を除く）の発生を抑止

するため，平成 24年度から自治連合

会，町内会などの地域団体を対象に，

防犯カメラの設置に対する補助を実

施している。 

文化市民局 充実 

地域の需要に応え

るため，２か年にわ

たり補助対象数を

増加（約１１０台

増） 

1 ② くらしのみはりたい 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図

るため，平成 19年度から，身近な地

域において，日常生活の中での「目配

り」や「気配り」による高齢者等の見

守りや，消費生活総合センターへの相

談を奨励する市民ボランティアを募

集している。 

文化市民局     

2 ① 
地域活動や市民活動

団体の担い手の育成 

地縁団体（自治会・町内会など）や市

民活動団体（ＮＰＯなど）の若手など

の人材を育成するため，各種講座など

を実施するとともに，地縁団体と市民

活動団体との連携を促進することで，

今後の地域活動や市民活動団体の新

たな担い手の育成，次世代への円滑な

引き継ぎを支援する。 

文化市民局     

2 ① 
地域活動ハンドブッ

クの作成 

自治会・町内会等の運営の更なる透明

性・公平性の確保のための標準的な手

続や，より活発な活動を目指す際の参

考となる事例等を掲げたハンドブッ

クを作成，配布する。 

文化市民局     

2 ① 

地域へ新たに転入さ

れる方への情報提供

等 

新たに転入される方などが，地域活動

に参加・協力するきっかけとなるよ

う，地域コミュニティの大切さを語り

かけるリーフレットを作成して，区役

所・支所の窓口などで配布するほか，

住宅関連事業者を通じ，入居予定者へ

地域活動の状況等を伝える。 

文化市民局 

区役所・支所 
    

2 ① 

地域コミュニティの

活性化に功績があっ

た事業者の顕彰 

店舗や事業所の一部を地域活動のた

めに開放する，共同住宅の居住者と周

辺の居住者との交流に積極的に協力

するなど，地域コミュニティの活性化

に貢献していただいた事業者を顕彰

する。 

文化市民局 新規   

2 
①

③ 

児童館を活用した地

域コミュニティ活性

化連携事業 

児童館において，自治会活動や世代間

交流事業を実施するなど，地域自治組

織・関係団体・地域住民を繋ぎ，結び

つける「橋渡し」の役割を児童館が担

うことで，これまで地域自治活動に参

加する機会の乏しかった市民にも，地

域コミュニティに参加できるよう取

り組むもの。 

文化市民局 

保健福祉局 
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2 ② 
京・くらしのサポータ

ー 

消費者被害の未然防止・拡大防止を図

るため，地域での啓発活動の核となる

人材を養成し，本市と協働で地域に密

着した消費生活に関する啓発活動を

推進している。 

文化市民局     

3 ① 

地域コミュニティ活

性化に向けた地域活

動支援制度の創設 

地域活動にかかわるホームページ等

情報発信機能の整備，マンション住民

への地域活動参加を促す取組等，地域

コミュニティの活性化に向けた市民

による自主的な取組に対し，必要な経

費の一部を助成する。 

文化市民局 

区役所・支所 
充実 

対象件数を増加し，

地域活動参加に取

り組む団体への気

運を高める。 

3 ① 
自治会・町内会等の情

報発信の支援 

自治会・町内会等の活動の様子，地域

の歴史や自慢などを，より多くの地域

住民に知ってもらうための，自治会・

町内会等によるニュースの発行やホ

ームページの作成，※ツイッターやフ

ェイスブック等を活用した情報発信

を支援する。 

※ツイッター，フェイスブック：パソ

コンなどから，情報通信ネットワーク

を通じて近況などを投稿，閲覧するこ

とによって人と人との交流を図るこ

とを目的とするサービス 

文化市民局 

区役所・支所 
-   

3 ① 
自主的なまちづくり

活動の支援，機運醸成 

自治会・町内会等によるまちづくりの

取組に対し，必要に応じ，活動に対す

る助言等を行う，まちづくりの専門家

「まちづくりアドバイザー」を派遣す

る。 

文化市民局 

区役所・支所 
    

3 ① 

「たばこマナー向上

活動団体」制度による

支援 

住民団体や事業者等が自主的に喫煙

マナー向上に取り組める環境を整備

し，喫煙マナーの更なる向上を図るた

め，啓発物品の支給，啓発活動への職

員派遣等の支援を行う。 

文化市民局     

3 ② シンポジウムの開催 

地域コミュニティの活性化に結びつ

いた取組事例などを，広く共有し，今

後の取組に活かしていただけるよう，

成功事例などを紹介するシンポジウ

ムを開催する。 

文化市民局     

4 ② 

地域コミュニティサ

ポートセンターの運

営 

総合的な相談窓口「地域コミュニティ

サポートセンター」において，市民活

動総合センターや景観・まちづくりセ

ンター，まちづくりアドバイザー等と

連携し，地域コミュニティ活性化に関

する区役所・支所での相談対応等を支

援し，助言，調整等を行う。 

文化市民局     
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4 ② 

自治会・町内会＆ＮＰ

Ｏおうえんポータル

サイトの開設 

市民による自主的なまちづくり等を

支援するため，自治会・町内会等に関

する情報やＮＰＯ法人に関する情報

をデータベース化し，一元的に発信す

るポータルサイトを開設する。 

文化市民局     

4 ② 京都マラソン 

京都マラソンの開催に当たり，沿道盛

り上げやボランティアの参加等，地域

に協力を求めていく。 

文化市民局     

5 ① 

青少年活動センター

における地域社会へ

の参加の促進 

青少年が，クリスマスイブにサンタに

扮して，家庭や，地域の福祉施設を訪

問する「サンタクロースプロジェク

ト」や，地域の清掃活動や，お祭りに

ボランティアとして参加する「地域イ

ベントボランティア」など，青少年が

地域に入りやすい環境づくりや機会

を提供している。 

文化市民局     

5 ① 
事業者の地域活動に

係る啓発 

企業向け人権情報誌「ベーシック」，

企業向け人権啓発講座において，事業

者の地域活動への協力についての啓

発を行っている。 

文化市民局     

5 ② 

自治会・町内会等とＮ

ＰＯ等のマッチング

の支援 

市民活動団体の運営や活動を支援し

ている市民活動総合センターにおい

て，自治会・町内会等が行う地域活動

と，ＮＰＯ等が行う活動が相乗効果を

もたらすよう，必要に応じ，両者のマ

ッチングを支援していく。 

文化市民局     

5 ② 

※認定ＮＰＯ法人へ

の移行に向けた支援

※ＮＰＯ法人のうち，

運営組織や事業活動

が適正であり，公益の

増進に資するとして，

所轄庁の認定を受け

たもの。寄付金控除な

どの税制上の優遇措

置を受けることがで

きる。 

税制上の優遇が受けられる「認定ＮＰ

Ｏ法人」への移行を支援するため，講

座の開設，個別相談などを実施する。 

文化市民局     

5 ② 
地域団体とＮＰＯ法

人の連携促進事業 

 「地域団体とＮＰＯ法人との連携」

をテーマについて，寄附という形で地

域社会から支援を得て実施する事業

について，市民からの寄附と同額を補

助するマッチングファンド方式によ

る助成を行う。 

文化市民局 新規   
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2 ① 
ソーシャルビジネス

の起業・成長の支援 

福祉・環境・地域活性化などの社会的

課題を，ビジネスとして収益性を確保

しながら解決を目指す「ソーシャルビ

ジネス」の調査・研究を進めるととも

に，担い手育成や支援体制の構築を図

る。 

産業観光局 充実 

・ソーシャルビジネ

スモデル事業の育

成 

・認証制度の調査研

究 

・地域の買い物環境

改善にビジネスの

視点から取り組む

商業者等への助成

を実施 

1

 

3

 

4 

① 

① 

② 

地域コミュニティの

活性化に寄与する商

店街づくりの推進 

商店街等が行う，公共的な共同施設の

設置や改修，地域の魅力を高めるため

に市民活動団体等と連携して実施す

る事業に対する補助を行う。 

産業観光局 充実 

重点地域と位置付

けている伏見桃

山・中書島地域及び

梅小路地域におい

て，地域活性化に向

けたモデル事業を

実施 

5 ① 

地域と事業者とのマ

ッチングによる地域

連携観光の推進 

地域の多様な団体と観光事業者をマ

ッチングさせ，地域の隠れた観光資源

を発掘し，観光商品化をめざす 

産業観光局 新規   

1 ① 
高齢者の居場所づく

り支援事業 

空家や商店街の空店舗等，地域の身近

なスペースを活用し，「高齢者の居場

所」の運営に取り組む地域住民等に対

し，その開設や運営に係る経費の一部

を助成し，閉じこもり等のリスクの高

い高齢者が気軽に集える身近な地域

の居場所づくりを支援する。 

保健福祉局     

1 ① 
市民活動センターな

どの利用促進（再掲） 

身近な活動拠点として，だれでもが気

軽に利用できる市民活動総合センタ

ー，いきいき市民活動センター，青少

年活動センター，福祉ボランティアセ

ンターなどの利用促進に努める。 

文化市民局 

保健福祉局 
    

1 ① 

世代間交流事業（いき

いきお年寄りのネッ

トワークづくり） 

高齢者が培った知識や経験を活かし，

地域の中で児童など多様な世代と交

流を深めることで，高齢者の生きがい

づくりや地域コミュニティの活性化

を図る。老人福祉センター及び老人い

こいの家で実施。（例：児童への将棋

等の指導） 

保健福祉局     

1 ① 
老人クラブ補助等事

業 

老人クラブ及び市・区老人クラブ連合

会に対して，その活動費の一部を助成

することにより，同クラブ及び同連合

会が実施する生きがいと健康づくり

のための各種活動等を支援する。 

保健福祉局     

1 ① 
老人クラブハウス助

成事業 

サークル活動，集会等を行う老人クラ

ブハウスに対して，補助金を支出する

（年間 40,000～80,000円／クラブ）。 

保健福祉局     
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1 ① 
高齢者仲間づくり支

援事業 

高齢者の各種サークル等の活動情報

について収集し，提供することによ

り，高齢者の仲間づくりや社会参加の

促進を支援する。 

保健福祉局     

1 ① 
知恵シルバーセンタ

ー事業 

様々な知恵や経験，技能等を有する高

齢者活動団体の情報を登録し，インタ

ーネットを通じて広く発信するとと

もに，それらの高齢者活動団体が活動

を行う場の紹介，斡旋を行う。 

保健福祉局     

1 ② 

一人暮らしお年寄り

見守りサポーター事

業 

高齢者福祉に関心のある方に，高齢者

への目配りを中心としたボランティ

ア活動を担う「一人暮らしお年寄り見

守りサポーター」として登録していた

だき，地域包括支援センター（愛称「高

齢サポート」）と連携しながら，ひと

り暮らし高齢者等が安心して健やか

に暮らせる環境を整える。 

保健福祉局     

1 ② 
認知症あんしん京（み

やこ）づくり推進事業 

認知症の人や家族を地域ぐるみで支

援するとともに尊厳ある暮らしをま

もる「認知症あんしんサポーター」及

び「認知症あんしんサポーター」養成

講座の講師となる「認知症あんしんサ

ポートリーダー」を養成する。 

保健福祉局     

1 ② 

高齢・障害外国籍市民

福祉サービス利用サ

ポート助成事業 

高齢又は障害のある外国籍市民に対

して訪問相談等を行い，サービスの利

用支援等を行う団体に対して助成し，

これらの外国籍市民の日常生活にお

ける不安や悩みの解消を図る。 

保健福祉局     

1 ② 

～地域で気づき・つな

ぎ・支える～認知症総

合支援事業 

「認知症相談支援マニュアル」（仮称）

を作成して地域包括支援センターや

区・支所の福祉事務所の相談対応力向

上，支援を図るとともに，認知症セル

フチェックや地域の身近な相談窓口

を記載したリーフレットの発行等に

より，認知症対策の更なる向上や底上

げを図る。また，専門的な認知症医療

の関わりが必要なモデル事業の実施

により，「認知症対策」をキーワード

に，地域での医療と介護の更なる推進

を図る。 

さらに，若年性認知症対策について

も，障害保健福祉施策と連携し，支援

体制の構築について取組を検討する。 

保健福祉局 新規   
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1 ② 
地域における見守り

活動促進事業 

日常生活を送るうえで，介護等が必要

な高齢者や障害のある方について，情

報提供の同意が得られた方の名簿を

作成し，関連団体に提供することによ

って，地域における見守り活動等の充

実を図り，もって災害時等の緊急時の

支援に資する。 

保健福祉局     

2 ② 
地域福祉推進指針事

業 

「京
ミヤコ

・地域福祉推進指針」に基づき，

各区地域福祉推進委員会が基盤とな

って区におけるネットワークを強化

し，地域の実情に応じた福祉のコミュ

ニティづくりを進める。 

保健福祉局     

2 ② 
「京

ミヤコ

・地域福祉推進

指針」の改定 

近年の様々な福祉課題，状況変化に的

確に対応するため，現行指針（平成

21年 3月策定）を再点検したうえで，

推進項目等の見直しと充実を図るこ

とにより地域福祉の更なる推進につ

なげる。 

保健福祉局 新規   

2 
①

③ 

児童館を活用した地

域コミュニティ活性

化連携事業（再掲） 

児童館において，自治会活動や世代間

交流事業を実施するなど，地域自治組

織・関係団体・地域住民を繋ぎ，結び

つける「橋渡し」の役割を児童館が担

うことで，これまで地域自治活動に参

加する機会の乏しかった市民にも，地

域コミュニティに参加できるよう取

り組むもの。 

文化市民局 

保健福祉局 
    

2 ② 母親クラブへの支援 

児童館において，地域の「母親クラブ」

を対象に，活動場所の提供をはじめと

する協力・支援を行っている。 

保健福祉局     

2 ② 

子育てサロン等運営

アドバイザー派遣事

業補助 

子育てサロン等へアドバイザーを派

遣し，取組実績を市内で活動する子育

てサロン等へ幅広く周知する事業に

対して補助を行う。 

保健福祉局     

2 ② 

～地域で支える～す

くすく子育て応援事

業 

子ども支援センター等との連携のも

と，赤ちゃんが誕生した家庭に，地域

の子育て応援者が訪問し，情報提供や

子育て相談，地域の子育てサロン等へ

の参加を促すなど，地域で子育てを応

援する関係をつくる。 

保健福祉局     

2 ③ 
京都市ファミリーサ

ポート事業 

育児の援助を受けたい人と援助をし

たい人とが会員となって地域で子育

てを助け合う。 

保健福祉局     

2 ③ 

「子どもを共に育む

京都市民憲章」の実践

推進 

子どもを健やかで心豊かに育む社会

をめざす「子どもを共に育む京都市民

憲章」の理念が市民生活の隅々まで浸

透し，社会のあらゆる場で実践行動の

輪が広がっていくよう，市民ぐるみ・

地域ぐるみで取組を展開する。 

保健福祉局 

教育委員会 
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3 ① 京
ミヤコ

・地域福祉パイロ

ット事業 

多様化する福祉ニーズに対応するた

め，地域福祉に関する住民主体の先進

的な事業について助成を実施する。 

保健福祉局     

1 ① 
「歩くまち・京都」総

合交通戦略の推進 

クルマを重視したまちとくらしから

「歩くこと」を中心とするまちとくら

しへの転換を促進するとともに，安

心・安全で快適な歩行空間を確保する

ことで，まちを行き交う人たちの活気

があふれる，人と公共交通優先の「歩

くまち・京都」を推進する。 

都市計画局     

3 ① まちづくり活動相談 

京都市景観・まちづくりセンター職員

が，これから自主的なまちづくり活動

に取り組もうとしている地域や，過去

に専門家派遣や活動助成を実施した

実績がある等，既に継続的なまちづく

り活動等を行っている地域に対して，

様々なアドバイスや各種情報提供等

を実施 

都市計画局     

3 ① 
まちづくり専門家派

遣 

専門家を地域に派遣し，地域の将来ビ

ジョンづくり，ビジョンを踏まえたル

ールづくり，都市計画手法を活用した

課題解決（地区計画，景観協定，建築

協定等）等の支援を実施 

都市計画局 充実 

平成２４年度より

も地区への専門家

派遣回数を増やし，

重点的に取り組む。 

3 ① 
まちづくりに係る調
査・企画・支援事業 

まちづくり・市街地整備に係る情報収
集，調査・企画，連絡・調整を行う。
また，地域住民，事業者及びまちづく
りの活動団体等が取り組むまちづく
りに関して，相談，情報提供及び支援
を行う。 

都市計画局     

3 ① 
姉小路界わい地区街
なみ環境整備事業 

京町家の集積度が高く，地元のまちづ
くりの意識の高い中京区の姉小路界
わい地区において，通り景観改善事業
を行うとともに，まちづくりの一層の
推進のため，協議会に対し活動助成を
行う。 

都市計画局     

3 ① 景観形成推進事業 

景観形成に向けた市民などの参加促

進，景観形成に関する活動を支える人

材の育成に取り組むことによって，景

観づくりを推進していく。 

都市計画局     

3 ① 
地域景観づくり協議

会 

地域の景観を保全・創出する目的で組

織され，活動計画や地域景観の将来像

や景観づくりの方針などを定めてい

る場合，地域景観づくり協議会として

認定し，当該地域での建築等を行う事

業者は，当該協議会と事前に意見交換

を行い，より良い景観づくりを推進す

る。 

都市計画局     
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3 ① 

市民共汗サポーター

による違反広告物簡

易除却事業 

市長が持つ違反貼り紙等の除却の法

的権限を市民に委嘱し，市民自らの手

で違反広告物を除却できるようにす

ることにより，京都市と市民が協働し

て街中から違反広告物を無くすため

の活動を行い，歴史都市京都の景観を

保全していく。 

都市計画局     

3 ① 

三山森林景観保全・再

生ガイドラインの推

進 

「三山森林景観保全・再生ガイドライ

ン」を市民や事業者などに広く周知す

ることにより，森林景観づくりの動機

付けを図るともに，５０年後，１００

年後を見据えた三山の目標とする森

林像への整備誘導や市民，事業者との

共汗による森林景観づくりに役立て

る。 

都市計画局     

3 ① まちづくり活動助成 

まちづくり協議会等に対して，運営活

動費の 2分の 1又は 50万円のいずれ

か低い額を助成している。 

都市計画局     

3 ① 景観・まちづくり大学 

京都の景観・まちづくりについて，

様々な角度から学び，考え，実践へと

つなげていくことのできる人材の育

成を目指したセミナーを実施するこ

とで，地域の自主的なまちづくり活動

を進める。 

都市計画局     

3 ① 

地域と連携した京都

ならではの空き家活

用の推進 

地域と不動産事業者等の専門家が連

携して，空き家の掘り起こしや地域の

魅力，すまい方の発信により，空き家

の流通と地域の活性化を促進する。ま

た，空き家が放置されることにより生

じる課題の解決だけでなく，空き家の

予防や活用を促す空き家条例を制定

するなど，総合的な空き家対策を推進

します。 

都市計画局     

3 ① 
景観・まちづくりシン

ポジウム 

景観・まちづくりに関する情報の提供

や普及・啓発を目的に，地域まちづく

りの推進や京町家の保全・再生の促

進，市民・企業・行政のパートナーシ

ップのまちづくりなどをテーマとし

たシンポジウムを開催することで，地

域コミュニティと行政のパートナー

シップの一層の深化に資する。 

都市計画局     
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3 ① 
京町家ネットワーク

推進事業 

市民活動団体，京町家所有者・居住者，

不動産事業者，大工・工務店，建築士

等の専門家，大学や企業など多くの関

係者と連携して，京町家の保全・再生

に関わる知識や知恵の共有を図ると

ともに，それぞれの主体的な取組を活

性化させていくネットワークを形成

することにより，京町家居住者のコミ

ュニティを活性化し，ひいては京町家

の保全・再生を促進につなげる。 

都市計画局     

4 ① 

団地内外との交流や

コミュニティの活性

化に資する機能の充

実 

市営住宅の土地・建物を地域のまちづ

くり資産として位置付け，敷地，空き

住戸又は集会所等の既存施設を活用

し，地域の様々な活動拠点を導入する

ことにより，地域コミュニティの活性

化を図っていく。 

なお，市営住宅ストック総合活用計画

(住宅マスタープランの下位計画)に

基づく団地再生検討団地については，

団地再生計画を策定する中で，コミュ

ニティの活性化について検討を行っ

ていく。 

都市計画局     

1 ① 

身近な集いの場とし

ての公園の更なる活

用促進 

地域コミュニティの身近な集いの場

である公園の整備，再整備に当たって

は，住民参加の下，より地域ニーズに

あった公園づくりを行うなど，更なる

活用促進を図る。 

建設局     

1 ① 
京都市公園愛護協力

会の支援 

公園の地元で結成された，公園の除草

や清掃活動を行うボランティア組織

に対する報償金の交付や清掃用具の

支給 

建設局     

1 ③ 

小金塚地域の安心・安

全なまちづくりの推

進 

「小金塚地域の安心・安全のまちづく

り」推進のため，地域内の私道を市道

へ移管する際，「京都市道路用地分筆

測量費助成要綱」に基づき，分筆測量

経費を助成する。 

建設局     

4 ② 
京都市街路樹サポー

ター制度の実施 

 市民との共汗の下，落ち葉清掃，除

草，水やりなど街路樹に関する取組を

登録した市民に行っていただく制度 

建設局     

1 ① 区民ふれあいまつり 

区民と区役所の協働・共汗の取組とし

て，地域の各種団体等が中心となり，

区民が気軽に参加し，ふれあえる場と

して，ふれあいまつりを開催してい

る。 

区役所・支所     
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1 ③ 

共汗による地域にお

けるまちづくりや防

災機能の強化 

区役所・支所におけるまちづくり支援

機能を強化するとともに専任の防災

担当職員を配置し，消防署との連携の

下，自治会・町内会，ＮＰＯ・ボラン

ティアの方々，消防団・自主防災組織

との共汗により，地域におけるまちづ

くりや防災機能の強化を推進する。 

区役所・支所 

消防局 
    

1 ③ 各区総合防災訓練 

区役所及び区内防災関係機関が，自主

防災組織や地域住民と一体となって

各種訓練を実施し，災害時における防

災関係機関及び住民相互の協力体制

を確立するとともに，住民の防災意識

の高揚を図る。 

区役所・支所     

4 ② 区民提案型支援事業 

各区基本計画に掲げる区のビジョン

の実現に向けて，区民が自発的，自主

的に企画，運営する事業を募集し，区

民まちづくり会議等の選考により採

択し，経費の一部を補助する。 

区役所・支所 充実 
各区の支援事業の

充実 

4 ② 
区民まちづくり会議

の設置 

自治会組織，学識経験者，事業者，Ｎ

ＰＯ法人等の参加の下，各区の独自性

を活かした区民まちづくり会議を設

置し，各区基本計画の実現や地域課題

の解決に取り組む。 

区役所・支所     

1 ③ 

共汗による地域にお

けるまちづくりや防

災機能の強化（再掲） 

区役所・支所におけるまちづくり支援

機能を強化するとともに専任の防災

担当職員を配置し，消防署との連携の

下，自治会・町内会，ＮＰＯ・ボラン

ティアの方々，消防団・自主防災組織

との共汗により，地域におけるまちづ

くりや防災機能の強化を推進する。 

区役所・支所 

消防局 
    

1 ③ 
身近な地域の市民防

災行動計画づくり 

地域防災の中心として活動している

自主防災組織において，顔見知りの町

内単位で構成されている自主防災部

ごとに，自分たちの町の防災について

考え，話し合い，住民自らによる町内

版の防災計画を作成し，随時，見直し

を行うことで地域の災害対応力の向

上を図る。 

消防局     

1 ③ 
京都学生消防サポー
ター制度 

「学生のまち・京都」の特性を生かし，
大学・短期大学の学生等に防火防災の
知識，技能についての各種研修等を実
施し，「京都学生消防サポーター」と
して活動いただくことで，防火防災の
普及啓発，地域の災害対応力の強化を
図る。 

消防局     

1 ③ 
自主防災組織活動助

成金 

自主防災組織活動経費の一部に対し，

年間５０，０００円を上限に助成金を

交付する。 

消防局     
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1 ① 
ふれあいまつりへの

ブース出展 

区役所が開催するふれあいまつりへ

のブースの出展を行い，上下水道事業

をＰＲするとともに，区民が気軽に上

下水道事業にふれあえる場を提供す

る。 

上下水道局     

1 ② 

「こども・地域 あん

しん・あんぜんパトロ

ール」 

地域や子どもたちの安心・安全に貢献

することを目的として，水道メーター

の検針時及び井水認定時に職員が「こ

ども・地域 あんしん・あんぜんパト

ロール中」の腕章を身に付けて業務を

行っている。 

上下水道局     

1 ② 
「京（みやこ）の見守

り 水のおたより」 

高齢者世帯の水道使用状況の変化を

離れて暮らすご親族に把握していた

だき，生活状況等の確認をしていただ

くことを目的として，ご希望により，

２箇月ごとの「お知らせ票」の内容を

「京（みやこ）の見守り 水のおたよ

り」として送付している。 

上下水道局     

1 ③ 
災害用備蓄飲料水「京

の水道 疏水物語」 

災害発生時の飲料水の確保のため，自

助の備えとしてご家庭に，共助の備え

として地域に，１人１日３リットル×

人数の３日分を備蓄していただくよ

う普及啓発を行っている。 

上下水道局 充実 製造本数を増産。 

1 ③ 
ポスター「京都を守る

下水道 4，155km」 

雨水幹線の重要性をＰＲすることで，

下水道の重要性を啓発するとともに

防災意識の向上を図る。 

上下水道局     

1 ③ 

区役所・支所への応急

給水用仮設給水栓の

配備 

大規模災害時に各地域における，より

迅速かつ的確な応急給水作業を実現

するため，各区役所・支所に応急給水

用仮設給水栓の配備を行う。 

上下水道局 充実 

昨年度の区役所，支

所への配備に続き，

小学校等への配備

を予定。 

1 ③ 上下水道モニター 

市民から上下水道事業に関する意見

や提案をおうかがいし，今後の事業運

営やサービス向上に活かしている。ま

た，普段は目にすることのできない水

道・下水道施設を見学いただき，上下

水道事業の役割について理解を深め

ていただくとともに，これに付随して

水道水の備蓄など防災に対する意識

を高めていただく。 

上下水道局     

1 ③ 
パンフレット「京の上

下水道」 

水道，下水道の仕組み，役割などを分

かりやすく紹介するとともに，災害時

の対策として，水道水の家庭での備蓄

方法を紹介し，水道水備蓄の普及啓発

を行うなど家庭や地域における防災

への意識高揚を図っている。 

上下水道局     
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1 ③ 

「京都＋ＷＡＴER～

水から（自ら）進める

防災～」リーフレット

の発行 

９月１日の防災の日を中心に，前後２

箇月の間で，水道メーター検針時に給

水契約を結んでいる全戸へ本リーフ

レットの配布を行い，災害への備えと

して，飲料水を蓄えていただくことの

啓発を行った。 

上下水道局     

1 ③ 夏休み親子教室 

親子を対象に施設見学会を開催し，普

段は目にすることのできない水道・下

水道施設を見学いただき，上下水道の

役割を理解いただくとともに，これに

付随して水道水の備蓄など防災に対

する意識を高めていただく。 

上下水道局     

1 ③ 

上下水道局公式ツイ

ッター「すみとくんの

つぶやき」 

市民の皆様に親しみやすい情報発信

ツールとしてツイッターを利用し，上

下水道事業や各種イベント等の情報

を発信している。その中で，災害時の

対策として，水道水の家庭での備蓄を

推奨し，水道水備蓄の必要性について

普及啓発を行っている。 

上下水道局     

1 ③ 

小学生向け上下水道

広報用資料（ＤＶＤ，

ビデオ）の貸出 

子ども向けに水道・下水道施設の仕組

み，役割などを分かりやすく紹介する

ことを通じて，家族や地域における防

災意識の高揚を図っている。 

上下水道局     

1 ③ 

子ども向けホームペ

ージ「ようこそ！京都

市上下水道局キッズ

ページへ」 

子ども向けに水道・下水道施設の仕組

み，役割などを分かりやすく紹介する

ことを通じて，家族や地域における防

災意識の高揚を図っている。 

上下水道局     

1 ③ 

パンフレット「澄都く

んとひかりちゃんの

京の水道・下水道大発

見！」 

子ども向けに水道・下水道施設の仕組

み，役割などを分かりやすく紹介する

ことを通じて，家族や地域における防

災意識の高揚を図っている。 

上下水道局     

2 ③ 蹴上浄水場一般公開 

普段入ることができない水道施設を

公開し，つつじの花やイベントを楽し

んでいただくとともに水道事業への

理解を深めていただくことを目的に

開催。 

上下水道局     

2 ③ 浄水場施設見学会 

水道施設の見学会等を開催し，普段意

識されにくい水道事業について，理解

を深めていただく。また，市内の小学

校等からの依頼に応じ，社会見学の場

として，施設の見学会を実施してい

る。 

上下水道局   
 

2 ③ 
鳥羽水環境保全セン

ター一般公開 

普段入ることができない下水道施設

を公開し，藤の花やイベントを楽しん

でいただくとともに下水道事業への

理解を深めていただくことを目的に

開催。 

上下水道局     
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2 ③ 
下水道施設見学の受

入れ 

普段意識されにくい下水道事業の理

解を深めていただくとともに，市内の

小学校等からの依頼に応じ，社会見学

の場として，申込みがあった場合に施

設の見学を実施している。 

上下水道局     

4 ① 
「水道週間」街頭キャ

ンペーン 

三条名店街商店街と連携し，街頭キャ

ンペーンを実施する。局職員（マスコ

ットキャラクターの着ぐるみを含む）

20名程度で啓発品配布と「利き水」

を実施する。水道事業の啓発とともに

商店街の活性化を図る。 

上下水道局 充実 

従来の啓発品配布

とともに「利き水」

を実施。体験型のイ

ベントとする。 

4 ① 

おいしい!大好き！京

（みやこ）の水キャン

ペーン～うるおいの

しずくをあなたへ～ 

キャンペーンの一環として，京（みや

こ）の水カフェを開店する。市内商店

街の空き店舗で，水道水を活用したメ

ニューを提供するカフェとする。水道

水のおいしさを実感していただくと

ともに商店街の活性化を図る。 

上下水道局 新規   

5 ① 

鳥羽・蹴上一般公開に

おける「みどり会（京

都市造園建設業協

会）」との連携 

「みどり会（京都市造園建設業協会）」

と連携し，緑化啓発のため，来場者へ

花の苗ポッドを配布。 

上下水道局 充実 

蹴上のみで実施し

ていた事業を鳥羽

にも拡大。 

5 ① 

「哲学の道」散策路及

び桜並木植栽基盤整

備 

疏水分線「哲学の道」を保全するため，

地域の団体の意向を反映しながら，散

策路や桜等の樹木の整備を行う。 

上下水道局     

3 ② 
打ち水大作戦２０１

３ 

近隣協力事業者とともに，下水の高度

処理水及び雨水貯留タンクに溜まっ

た雨水で打ち水を実施し，地域で節電

対策に取り組んでいく。 

上下水道局     

3 ② 

パンフレット「京から

できる！親子ででき

る！水エコライフ」 

打ち水の効果を紹介し，打ち水による

地域コミュニティの活性化を図ると

ともに，地域での節電対策にも寄与す

る。 

上下水道局     

1 ① 

学校・地域が協働して

進める新たな学びの

場の創出 

学校と保護者・地域住民が協力しなが

ら，小・中・総合支援学校・幼稚園内

に開かれた学校づくりを推進する環

境を手づくりで製作・整備する取組を

支援し，その企画や製作作業，利用な

どを通して学校・家庭・地域の連携を

深めるとともに，身近な学びの場を創

出・充実させ，学校を拠点とした地域

コミュニティの発展を図る。 

教育委員会     

1 ① 

総合支援学校サテラ

イト施設等における

地域貢献活動 

総合支援学校のサテライト施設等に

おいて，生徒と地域の方々とが交流す

ることにより，地域に根差した実習活

動を積極的に実施している。・喫茶室

での接客実習（施設内に設置）・高齢

者体操教室の運営（包括支援センター

等との共催）等 

教育委員会     
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1 ① 
京都市立学校体育施

設開放事業 

『児童の安全な遊び場の確保』と『校

区民のスポーツ活動の推進』を目的に

各校で『体育施設開放事業運営委員

会』を設置し，自主的に行っている。 

教育委員会     

1 ① 
学校コミュニティプ

ラザ事業 

中学校区を一つの生涯学習ゾーンと

して，そのゾーン内の小・中学校に校

舎の全面改築時などの機会を利用し

て多様な生涯学習のための施設を整

備し，ゾーン内の住民に身近な生涯学

習の場として開放する。現在，市内１

４ゾーン，小学校４８校，中学校１９

校，計６７校で実施。 

教育委員会     

1 ① 
学校ふれあいサロン

事業 

学校の余裕教室等を生涯学習に利用

できる施設「ふれあいサロン」に改

修・整備し，学区内の子どもからお年

寄りまであらゆる世代の市民が集い，

学びあえる身近な生涯学習の場とし

て広く開放する。現在１２５校で実

施。（Ｈ２５.４.１時点） 

教育委員会     

2 ③ 放課後まなび教室 

学校施設を活用し，地域や保護者，学

生等の参画を得ながら，放課後の子ど

もたちに，学習の習慣づけを図る「自

主的な学びの場」と「安心・安全な居

場所」を提供する。 

教育委員会     

2 ③ 
市民共汗サポーター

の活躍 

本市の取組である「市民共汗サポータ

ー」である各種ボランティア（学校支

援ボランティア，学校安全ボランティ

ア，地域教育サポーター等）として，

地域の方が学校教育活動等への支援

を行っている。 

教育委員会     

2 ③ 

コミュニティ・スクー

ルの推進（学校運営協

議会の設置） 

全国に先駆けて，「番組」と呼ばれる

自治組織ごとに住民自らの手による

学校づくりを進めてきた京都の歴史

と伝統を受け継ぎ，「地域の子どもは

地域で育てる」という理念のもと，地

域や保護者の方等に学校運営に参画

いただく地域と一体となった学校づ

くりを推進。地域，家庭，学校が協働

し，地域の絆を深め，将来の地域の担

い手となる子どもたちを共に育てる。 

教育委員会     

2 ③ 学校評価 

保護者，地域の方による評価，児童生

徒による評価や教職員の評価等に基

づく自己評価及び学校運営協議会や

学校評議員の会による学校関係者評

価を通した分析を行い，課題の改善策

に取り組んでいく。 

教育委員会     
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2 ③ 土曜学習 

家庭学習や自学自習の習慣づけ，基礎

基本の定着及び体験活動の充実を図

るため，学校運営協議会や保護者・地

域・学生等のボランティアとの連携の

もと，土曜・日曜・祝日等の学校休業

日に学習活動・体験活動を行う。 

教育委員会     

2 ③ 
保幼小中連携推進事

業 

保育所（園）・幼稚園，小学校，中学

校の保育士・教員が，子どもの発達の

連続性について相互理解を深め，校種

間の滑らかな接続を図る。 

教育委員会     

2 ③ 

各学校での家庭，地域

と連携した行事の開

催 

市立京都堀川音楽高校と城巽学区の

地域住民が共催で音楽フェスティバ

ルを開催するなど，各学校での家庭，

地域と連携した行事を開催している。 

教育委員会     

2 ③ 『まち道場』の推進 

各武道連盟やスポーツ少年団をはじ

めとする地域の諸団体との協力の下，

子どもたちが武道に親しみやすい環

境を作り，心身の健全育成を図ると共

に伝統文化を学ぶ機会を創出する。 

教育委員会     

2 ③ みやこ子ども土曜塾 

 土・日・祝日や夏休みなどの学校休

業日に，市民ボランティアの手によ

り，子どもたちの豊かな学びと育ちの

場が創造されることを推進していく

取組。 

教育委員会     

2 ③ 

子どもを共に育む「親

支援」プログラム～ほ

っこり 子育て ひろ

ば～の実施 

親自身が「親」としての心構えや必要

な知識・技術等を子どもの発育・発達

段階に応じて学べるプログラムを活

用した講座「ほっこり 子育て ひろ

ば」を各地域で実施する。 

教育委員会     

2 ③ ＰＴＡ活動の推進 

  憲法月間街頭啓発パレードや人権

尊重街頭啓発活動などで子どもを共

に育む京都市民憲章の普及や人権尊

重を訴える。また，京都市立の全校種

のＰＴＡ会員が一堂に集い，会員同士

の交流や各校ＰＴＡの一層の充実を

図り，親子の絆を深めることを目的

に，平成１０年度から京都市ＰＴＡフ

ェスティバルを開催。 

教育委員会     

2 ③ 
人づくり２１世紀委

員会 

教育・保育や青少年育成団体はもとよ

り，女性・医療・福祉・文化・スポー

ツ・経済・マスコミ等の幅広い分野か

ら，子どもの教育や健全育成に様々な

形で関わる多くの団体が幹事団体と

して参画するとともに，１３の行政

区・地域においてネットワーク実行委

員会を組織し「子どもを共に育む京都

市民憲章」の具体化に向けた取り組み

を推進している。 

教育委員会 充実 

「子どもを共に育

む未来づくり教育

フォーラム in京都」

を再編し「人づくり

フォーラム」として

開催 
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2 ③ 
地域生徒指導連絡協

議会 

中学校区を単位として，地域・保護

者・学校の連携の下，「市民ぐるみ・

地域ぐるみ」，「社会総がかり」で次

世代を担う心豊かでたくましい子ど

もたちを育んでいくため，安心・安全

の確保や問題行動の未然防止の活動

はもとより，「子どもを共に育む京都

市民憲章」の具体化に向けた取り組み

を推進している。 

教育委員会     

2 ③ おやじの会 

「わが子の父親から地域のおやじへ」

を合言葉に父親が家庭や地域で果た

すべき責任・役割を自然な形で自覚で

きるよう，学校・幼稚園単位での父親

によるサークル活動を奨励し，小学校

を中心に市内全域で立ち上げ，父親の

子育て参加と地域のボランティア活

動を展開している。 

教育委員会     

2 ③ 

「子どもを共に育む

京都市民憲章」の実践

推進（再掲） 

子どもを健やかで心豊かに育む社会

をめざす「子どもを共に育む京都市民

憲章」の理念が市民生活の隅々まで浸

透し，社会のあらゆる場で実践行動の

輪が広がっていくよう，市民ぐるみ・

地域ぐるみで取組を展開する。 

保健福祉局 

教育委員会 
    

2 ③ 
「生き方探究・チャレ

ンジ体験」推進事業 

中学生が校区を中心とする地域の事

業者の協力を得て，それぞれの興味・

関心に応じた多彩な職場体験や勤労

体験を実施。 

教育委員会     

2 ③ 読み聞かせ講座 

各図書館で，地域の文庫や学校等と連

携し，地域に読み聞かせボランティア

を育成することを目的に，講座や交流

会を年１回程度実施。 

教育委員会     

2 ③ 
民泊事業（長期宿泊・

自然体験推進事業） 

京都市立小学校が実施する際に左京

区北部の４地区（別所・花脊・広河原・

久多）の民家で宿泊し，農林業体験を

行うとともに地域住民との交流を深

める。 

教育委員会     

3 ① 

地域住民・保護者が主

導する学校統合の推

進 

地域の方の手によって学校が創設さ

れたという京都の歴史と伝統，学校が

地域活動の拠点としての役割も担っ

ている実情などを踏まえ，地域や保護

者の方の意向を反映しながら小規模

校問題の解決を目指す，「地元主導」

の学校統合を推進する。 

教育委員会     

 

 

 

 


